
 
 
 
 
　 

 

太田市では「太田市人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき、人権教育・啓発

を総合的かつ効果的に推進するため、推進協議会の委員を募集します。 

 

■　募集人数　　４名 

 

■　応募資格　　市内に在住、在勤または在学する１８歳以上で、年数回程度平日に 

開催される会議に出席可能な方。ただし、常勤の公務員を除きます。 

 

■　職　　務　　委員として会議に出席し、第２次太田市人権教育・啓発に関する基 

本計画における施策の進行管理の検証や次期基本計画の方針など、

人権施策の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項等

について協議していただきます。 

 

■　報　　酬　　会議出席毎に９，０００円 

 

■　任　　期　　委嘱の日から令和１０年３月３１日まで 

 

■　応募期間　　令和８年６月１日（月）から令和８年６月３０日（火）（必着） 

　　　　　　　　※持参の場合は、６月３０日（火）１７時まで 

 

■　応募方法　　①氏名(ふりがな) ②性別 ③生年月日(年齢) ④住所 

⑤電話番号等(自宅・携帯・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) ⑥職業(勤務先・学校名等)  

⑦団体等に所属の場合はその名称 

⑧応募動機(400 字程度)を記入の上、郵送・ＦＡＸ・メールまたは 

直接市民そうだん課へ提出してください。 

裏面に記載の２次元コードからオンライン回答もできます。 

別紙応募用紙、または①～⑧全ての記入があれば自由様式でも応 

募できます。応募用紙は市ホームページからダウンロードできま 

す。 

 

■　そ の 他　　応募者多数の場合は書類選考にて決定します。結果については応募

者全員に通知します。提出いただいた書類は返却しません。 

 

■　問合せ／申込先　　太田市役所　市民生活部　市民そうだん課 

　　　　　　　　人権啓発係（市役所３階） 

　　　　　　　　〒３７３－８７１８　太田市浜町２番３５号 

　　　　　　　　電話：0276-47-1912／ＦＡＸ：0276-47-1866 

　　　　　　　　E-Mail：015100@mx.city.ota.gunma.jp　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※応募用紙は裏面です） 



 

太田市人権施策推進協議会委員応募用紙 

 

 

オンライン回答の場合は、右記の QR コードから申込フォームへ

 ふりがな 性　別 生　年　月　日

 

氏　名

男・女 

（　　　　　） 

答えたくない

西暦・和暦どちらでも可 

　　　年　　月　　日（　　歳）

　　　　令和８年４月１日現在

 

住　所

（〒　　　－　　　　）　　　　　 

 

 

電話番号等

自宅電話（　　　　－　　　　－　　　　　） 

携帯電話（　　　　－　　　　－　　　　　） 

E-mail　（　　　　　　　　　　　　　　　）

 
職　業 　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務先・学校名等（　　　　　　　　）

 
所 属 す る 市 民 活 動 

団体等があれば名称

 

人権施策や

啓発方法に

ついての考

えを含めた

応募の動機 

(400 字 

程度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


